　　　　年　　月　　日

神奈川県厚木土木事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　電　話　　　　　　　　　　　　　　　　　
河川区域内一時使用届
一級河川【　　　　川】の河川区域内を次により一時使用するので届け出ます。
１　期　間　　  　　　年　　月　　日　　時から　　　　　年　　月　　日　　時まで　 
２　場　所　　　　　　市・町・村　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
※　市町村名は必ず記載し、住所不明の場合は○○橋付近など目印をご記載ください
３　内容・目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（見込）使用人数        人 　　車両(ﾊﾞｲｸ)       台   仮設物 有・無   火気使用 有・無
４　誓　約
　河川の使用にあたっては、以下の事項を遵守・承諾します。
(1)この届出に関し、故意や重過失がある場合を除き、河川管理者はいかなる責任も負わないことを承諾します。
(2)この届出により他の河川利用者に優先するなどの権利は一切発生しないこと、独占的使用が認められるものではないこと、使用が保証されるものではないことを承諾します。
(3)他の河川利用者、利用予定者(他の届出者含む)と利用日時、場所が重複した場合、届出の順番や受理済みかに関わらず、当事者同士で十分な利用調整の上、譲り合って利用します。
(4)河川敷内の工事、河川法第24条に基づく占用許可(河川区域内の土地を排他独占的に使用することを認めるもの)等の状況により、届出後であっても利用日時、場所の変更が必要になる可能性があることを承諾します。
(5)河川敷で占用許可が取られている、あるいは私的管理者のいる物件等(広場・グラウンド・民有地等)を使用する場合は、事前に当該物件等の管理者に連絡し、一時使用の承諾を得ます。
(6)河川内を使用する場合は、漁業協同組合等に連絡し漁業関係者から同意を得ます。また、河川敷の使用規模が大きい場合も必要に応じて漁業協同組合等に連絡し漁業関係者から同意を得ます。
(7)簡易工作物及び仮設物は、管理する者が近くにいない状態で放置しません。
(8)火気使用にあたり直火は使用しません。必要に応じて消防署等に連絡するなど、所在市町村の定める火災予防条例を遵守します。

(9)フェンスによる囲い込み、有料エリアの設定など、他の河川利用者の利用を妨げる排他的な使用は行いません。
(10)使用中は気象情報に留意し、大雨等のおそれがある場合は出水の危険性があることを踏まえ、当方の責任において対処します。また、簡易工作物がある場合は速やかに河川区域外へ移動・撤去します。
(11)苦情が生じた場合には当方の責任において対処し、周辺住民等に迷惑をかけません。

(12)使用後は原状を回復するとともに、ゴミの持ち帰りなど、河川環境の保全に努めます。

(13)使用が原因し、第三者に損害を与えた場合、当方が解決にあたります。

(14)河川管理施設を損傷した場合は、速やかに所長に届け出てその指示に従います。また、当該河川管理施設の原状回復に要する費用は、すべて当方が負担します。
(15)各種法令等を遵守し、公序良俗に反する行為を行いません。
(16)その他、河川管理者から指示があった場合にはその指示に従います。
(17)上記各事項に違反した行為等があった場合、以降の使用を制限されることがあっても異議を申し立てません。
上記の事項を遵守・承諾することを誓約いたします。
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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５　添付図面　平面図（1/2000程度）、事業の内容がわかる書面
※Ｅメールでの提出先（厚木土木事務所許認可指導課　宛）
atudo.1915.kyoshi@pref.kanagawa.lg.jp
神奈川県
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